
市議会だより 205 号（12）

委
員
長

副
委
員
長

委

員

委

員

委

員

委

員

久
米
原
孝
子

岡
部　

賢
士

大
野
み
ど
り

伊
藤　

悦
子

後
藤　

光
秀  　

後
藤　

敦
志

　　

今
号
は
４
月
の
市
議
会
改
選

今
号
は
４
月
の
市
議
会
改
選

の
関
係
で
、
５
月
の
発
行
と
な

の
関
係
で
、
５
月
の
発
行
と
な

り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
ご
理
解
く

り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
ご
理
解
く

だ
さ
い
。

だ
さ
い
。

　

３
月
の
定
例
会
で
は
令
和
５

　

３
月
の
定
例
会
で
は
令
和
５

年
度
予
算
な
ど
に
つ
い
て
審
査

年
度
予
算
な
ど
に
つ
い
て
審
査

が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
令
和
５

が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
令
和
５

年
度
は
龍
ケ
崎
市
の
最
上
位
計

年
度
は
龍
ケ
崎
市
の
最
上
位
計

画
「
龍
ケ
崎
み
ら
い
創
造
ビ
ジ
ョ

画
「
龍
ケ
崎
み
ら
い
創
造
ビ
ジ
ョ

ン
ｆ
ｏ
ｒ
２
０
３
０
」
元
年
で

ン
ｆ
ｏ
ｒ
２
０
３
０
」
元
年
で

あ
り
、
市
民
の
皆
さ
ま
と
共
に

あ
り
、
市
民
の
皆
さ
ま
と
共
に

新
た
な
歩
み
を
進
め
る
ス
タ
ー

新
た
な
歩
み
を
進
め
る
ス
タ
ー

ト
の
年
度
で
す
。

ト
の
年
度
で
す
。

　

今
号
発
行
の
頃
に
は
、
議
会

　

今
号
発
行
の
頃
に
は
、
議
会

も
新
た
な
体
制
が
ス
タ
ー
ト
し

も
新
た
な
体
制
が
ス
タ
ー
ト
し

ま
す
。

ま
す
。

　

広
報
委
員
会
が
担
当
し
て
い

　

広
報
委
員
会
が
担
当
し
て
い

る
こ
の
市
議
会
だ
よ
り
は
、
市
民

る
こ
の
市
議
会
だ
よ
り
は
、
市
民

の
皆
さ
ま
の
ご
意
見
を
取
り
入
れ

の
皆
さ
ま
の
ご
意
見
を
取
り
入
れ

な
が
ら
、
改
良
を
重
ね
て
き
ま
し

な
が
ら
、
改
良
を
重
ね
て
き
ま
し

た
。
た
。

　

新
体
制
で
も
、
引
き
続
き
、
市

　

新
体
制
で
も
、
引
き
続
き
、
市

民
の
皆
さ
ま
に
と
っ
て
分
か
り
や

民
の
皆
さ
ま
に
と
っ
て
分
か
り
や

す
く
、
有
益
な
情
報
源
と
な
る
よ

す
く
、
有
益
な
情
報
源
と
な
る
よ

う
、
更
な
る
充
実
し
た
紙
面
づ
く

う
、
更
な
る
充
実
し
た
紙
面
づ
く

り
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
と
な
る

り
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
と
な
る

で
し
ょ
う
。

で
し
ょ
う
。

　

ご
愛
読
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と

　

ご
愛
読
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

岡
部　

賢
士　

記

　
　
　
　
　
　

岡
部　

賢
士　

記

（再生紙を使用しています）

広
報
委
員
会

編編  

集集  

後後  

記記

　
龍
ケ
崎
市
議
会
だ
よ
り

205
◆

発
行

　
龍

ケ
崎

市
議

会
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
◆

編
集

　
広

報
委

員
会

　
　

◆
301-8611

茨
城

県
龍

ケ
崎

市
3710　

　
◆

TEL 0297-60-1566　
　

◆
FAX 0297-60-1585

◆
M

ail gikai@
city.ryugasaki.lg.jp

次
の
議
会

令
和
５
年
第
２
回
定
例
会
は

6
月 

16 

日
開
会
予
定
で
す

選
　
任
・
任
　
命

▼
人
権
擁
護
委
員

▼
副
市
長

▼
教
育
委
員
会
委
員

　  木
きむら

村　博
ひろき

貴　氏根
ねもと

本　勇
ゆういち

一　氏　  黒
くろだ

田　裕
ひろゆき

之　氏 　  横
よこやま

山　善
よしひで

英　氏

新
　
任

新
　
任

再
　
任

再
　
任

議員提出による議案が可決されました
　

先
の
第
４
回
定
例
会
に
お
い
て
、「
龍
ケ
崎
市
部
設
置
条
例
」

が
可
決
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
龍
ケ
崎
市
議
会
委
員
会
条
例
の
常

任
委
員
会
の
所
管
事
項
等
に
つ
い
て
改
正
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

　

総
務
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
総
合
政
策
部
、
総
務
部
、
会
計
課
、

議
会
事
務
局
、
監
査
委
員
事
務
局
等
を
、
文
教
福
祉
委
員
会
に
つ

い
て
は
、
福
祉
部
、
健
康
ス
ポ
ー
ツ
部
、
教
育
委
員
会
を
、
そ
し

て
、
現
行
の
環
境
生
活
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
名
称
を
都
市
経
済

委
員
会
に
改
め
、
市
民
経
済
部
、
都
市
整
備
部
、
農
業
委
員
会
を

所
管
し
ま
す
。
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個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
、
令
和
５
年
４

月
か
ら
地
方
自
治
体
に
お
い
て
は
、
そ
の
規
定
が
適
用
と
な
る
こ

と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
市
の
条
例
を
廃
止
し
、
新
た
に
龍
ケ
崎
市

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
が
制
定
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
す
。

　

し
か
し
、「
議
会
」
は
こ
の
法
律
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
国
市
議
会
議
長
会
か
ら
示
さ
れ
た
準
則
に

基
づ
き
、
執
行
部
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

と
整
合
を
図
っ
た
上
で
、新
た
に
本
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。
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先
の
第
４
回
定
例
会
に
お
い
て
、「
読と

う
て
ん点

の
表
記
を
改
め
る
条

例
」
が
可
決
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
会
議
規
則
に
お
い
て
も
、「
コ

ン
マ
」
を
「
点
」
に
改
め
る
も
の
で
す
。

今期定例会に議員提出議案として、議案３件が提出され、全員賛成で可決されました。
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